
  

が認可外サービスを選ぶことで、利用者の潜在的ニーズに応える新たな事業者

の参入も期待できる。もちろん、公費を使用する対象サービスとして、一定の

基準を設けることは必要であり、事業者による適切な情報公開の徹底や質の確

保を図ることは、公の責任において行われるべきである。 

なお、低所得世帯や障害児を持つ世帯をどのように扱うかについては、補助

額で調整する策、すなわち保育の必要度の判定基準の１つに世帯所得や障害の

程度、保育の緊急度を加え、受け取るバウチャー等を増額する方式を採用すべ

きと考える。 

 

（ウ）「保育に欠ける」要件の見直し 

戦後間もなく制定された児童福祉法では、保育の実施対象を「保育に欠ける」

児童と定めており、現在もなお、認可保育所に入所できる、あるいは国の家庭

的保育サービスを受けられるのは「保育に欠ける」児童に限定されている。こ

の「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化

の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子どもを取り巻く環境が大き

く変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認

可保育所への入所の可否と個々の家庭における保育や子育て支援の必要度合

いが必ずしも一致していない。特に都市部等では、「保護者が昼間就労を常態

とする」という１つめの要件に最も高い優先度が設定されている地方公共団体

が多く、早朝・深夜シフトや、パートタイム勤務を掛け持ちする保護者等の児

童は入所しにくいという指摘もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34


